
　ねんきん定期便などにより自身の年金記録を
確認していただき、少しでも心配な点がありま
したら、「ねんきん定期便・ねんきんネット専用
ダイヤル」へお電話されるか、思い当たる状況
をメモして、南国年金事務所にご相談ください。

お早めにご相談ください！
　年金記録が間違っていると思われる方は、
厚生労働省四国厚生支局に年金記録の訂正
を請求することができます。（提出窓口はお近く
の年金事務所です）四国厚生支局では、様々
な調査を行い、中国四国地方年金記録訂正審
議会（公平公正な判断を行うために設置され
た専門家による会議）の審議結果に基づき訂
正（不訂正）の決定を行っています。

　古い期間の記録の調査については、会社が
倒産している、会社に給与台帳が残っていない、
所得証明がとれないなど、証拠となる資料の収
集が困難となり、記録訂正に結びつかない場
合もあります。
　ご自身の年金記録に少しでも心配な点があり
ましたら、お早めに南国年金事務所にご相談く
ださい。
■問い合わせ
南国年金事務所または

「ねんきん定期便・ねんきんネット専用ダイヤル」
　☎０５７０・０５８・５５５
※お客様の電話番号が０５０で始まる場合
　☎０３・６７００・１１４４
　南国年金事務所（☎８６４・１１１１）

あなたの年金記録の確認はお済みですか？

第十回特別弔慰金の請求を受け付けています。第十回特別弔慰金の請求を受け付けています。

※請求先・問い合わせは、福祉事務所　地域福祉支援係
( 市役所１階⑩番窓口、☎８８０・６５６６) まで

　市では、戦没者等 ( 軍人軍属としての在職期間中、
または準軍属としての公務上の傷病、または勤務に
関連した傷病が原因で亡くなられた方 ) の遺族に対
する特別弔慰金 ( 第十回特別弔慰金 ) の請求を受け
付けています。
◆支給対象者◆
　平成 27 年４月１日時点で、「恩給法による公務扶
助料」や「戦傷病者戦没者遺族等援護法による遺
族年金」などを受け取る方 ( 戦没者等の妻や父母な
ど ) がいない場合に、右記の順番による先順位の遺
族一人に支給されます。
◆支給内容◆
　額面 25万円、５年償還の記名国債
◆請求期限◆
　平成 30年４月２日（月）まで
※請求期限を過ぎると第十回特別弔慰金を受け取る
ことができなくなりますので、ご注意ください。

戦没者等の死亡当時の遺族で
１.　平成 27 年４月１日までに戦傷病者戦没
　　者遺族等援護法による弔慰金の受給権を
　　取得した方
２.　戦没者の子
３.　戦没者等の①父母 ②孫 ③祖父母
　　④兄弟姉妹

※戦没者等の死亡当時、生計関係を有しているこ
となどの要件を満たしているかどうかにより、①
～④の順番が入れ替わります。

４.　上記１～３以外の戦没者等の三親等内の
　　親族 ( 甥、姪など )

※戦没者等の死亡時まで、引き続き１年以上の生
計関係を有していた方に限ります。

支給対象者の優先順位
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